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▶日　時　
　７月 17 日（日）　リーグ戦、準決勝・決勝
　※参加チーム数により 2 日間の開催となることが
　　あります。
▶場　所　西部地区総合運動場

▶参加料　3,000 円（年会費 4,000 円別）
▶申込期限　６月 10 日（金）まで
▶申込み・問合せ先
　朝日町ソフトボール協会事務局　多田
　☎６７- ２７４４

朝日町ソフトボール大会参加チーム大募集！

▶業務先　朝日町立病院
▶業務内容　リハビリテーション室での業務
▶採用人員　１名（採用人員に達し次第募集終了）
▶雇用期間　随時～平成 29 年３月 31 日
　　　　　　※採用日については相談可能。
▶勤務時間　午前８時 30 分～午後４時 15 分
▶福利厚生　
　社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
　※採用時の雇用条件が加入要件に満たしている
　　場合に限る。
▶休日等　原則、土・日曜日と祝日
▶賃　金　時給 1,200 円（その他町規定による）

▶資格・学歴　「理学療法士及び作業療法士法」に
　よる理学療法士の資格
▶応募期間　随時（応募時点で採用人員に達して
　いる場合がありますので、事前にお電話等でお問
　い合わせください）
▶申込み手続　市販の履歴書に必要事項を記入し、
　写真欄に写真を貼り、資格証の写しを添えて、役
　場総務課まで郵送または持参してください。持参
　される場合の受付時間は、開庁日の午前８時 30
　分から午後５時 15 分まで。
▶面接試験　随時（応募者に別途通知します）
▶問合せ先　総務課 庶務係　☎６７- ２１１１

朝日町立病院臨時職員（理学療法士）募集

　本大会は交通事故のない安全で快適な町づくり
を図ることを目的に開催されます。多数のみなさま
からの参加を得て、盛大に行われる予定です。
　大会に先立ち、あさひ保育園児による開会セレモ
ニーをはじめ、交通安全功労者表彰や交通安全講
話を予定しています。
▶期　日　６月 15 日（水）

▶時　間　午前 10 時～
▶場　所　創遊館ホール
▶内　容　開会セレモニー（あさひ保育園児）
　　　　　交通安全功労者表彰
　　　　　交通安全講話　など

▶問合せ先　総務課 防災係　☎６７- ２１１１

交通安全町民大会のご案内



　高齢の方やご家族、近隣のみなさんが安心していき
いきと暮らせるよう、社会福祉士が介護に関する心配
や悩みなどの解決が難しい事等に対する相談を行いま
す。お気軽にご相談ください。

▶日　時　
　６月６日（月）・24 日（金）
　午前 10 時～正午
▶場　所
　開発センター１階 すこやかルーム

▶問合せ先　
　健康福祉課 地域包括支援センター　
　☎６７-２１５６　

高齢者福祉総合相談

　毎週月曜日（月曜が休日の場合は翌日）は、業務を
延長し午後７時まで証明書交付を行っています。ただ
し、対応できる業務は下記に記載の証明書に限ります。
それ以外の業務はできかねますのでご注意ください。

▶交付対象証明書
　①戸籍関係　
　　戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、
　　戸籍の附票謄抄本、身分証明書

　②住民票関係
　　住民票謄抄本、住民票除票
　③印鑑証明（登録はできません）
　④税務関係　
　　所得証明書、課税証明書（非課税証明書除く）、
　　納税証明書（法人除く）、軽自動車税納税証明書
　　（車検用）
▶問合せ先　
　税務町民課 戸籍年金係　☎６７-２１１９

毎週月曜日は午後７時まで証明書を延長して交付します

　平成 28 年４月分から平成 29 年３月分までの国民
年金保険料は、月額１６, ２６０円です。保険料は、
日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・
郵便局・コンビニで納めることができます。また、ク
レジットカードによる納付やインターネット等を利用
しての納付、そして便利でお得な口座振替もありま
す。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納期限まで
に納めていただけない方に対して、電話、書面、面
談により早期に納めていただくよう案内を行ってお
ります。未納のまま放置されると、督促状を送付し、
指定された期限までに納付が無い場合は延滞金を課
すだけではなく、※納付義務のある方の財産を差し

押さえることがありますので、早めの納付をお願い
します。
　経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、
保険料の納付が免除や猶予される制度がありますの
で、役場の国民年金窓口または年金事務所へご相談
くださるようお願いします。

※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義
　務を負う配偶者及び世帯主になります。
▶問合せ先
　寒河江年金事務所 国民年金課
　☎８４- ２５５１
　税務町民課 戸籍年金係　☎６７- ２１１９

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

　健康マイレージ事業とは、ポイントを集めて楽
しみながら健康づくりができる事業です。各種健
康診断の受診、町・地区の事業への参加、健康づ
くり行動の実践により、それぞれポイントが付き
ます。20 ポイントを貯めてポイントカードを提出
するともれなく達成記念品がもらえ、さらに抽選
で景品が当たります。そのほか県内の協力店で特
典が受けられる「やまがた健康づくり応援カード」
もお渡しします。
　みなさん、ぜひご活用ください。詳しくは、5
月 16 日のお知らせ板で配布したポイントカード
をご覧ください。
▶問合せ先
　健康福祉課 健康推進係　☎６７-２１１６

H28あさひまち健康マイレージ事業



【政策推進課からのお知らせ】　　　　　　お知らせ板は原則として毎月１日・16 日の月２回発行です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掲載希望の場合の原稿締切は、発行日の８日前となります。

　住民票や、戸籍謄抄本等の請求をする場合、請求
者本人、代理人を問わず、窓口に来た方の「本人確認」
を行っています。戸籍法・住民基本台帳法に基づくも
ので、他人からの不正請求を防止することが目的です
ので、証明書請求の際は、必ず下記の本人確認書類を
ご持参ください。住民異動届や戸籍届、税証明の交付
請求の際も同様です。
▶本人確認の方法
　①運転免許証、パスポート、住基カード・マイナンバー
　　カード、在留カード、身体障害者手帳など、官公
　　署が発行した顔写真付の証明書などを1 点
　②①の書類が無い場合は、健康保険証、年金手帳、

　　介護保険証、預金通帳などを1 点
　　（戸籍関係の証明書の請求時は、いずれか２種 
　　類の書類が必要です）

※マイナンバーをお知らせした、「通知カード」はマイ
　ナンバーを確認するためのみに使用することができ、
　本人確認書類としては使用できません。
※代理人の方が請求する場合（窓口に来られる場合）
　は、本人確認の他、「委任状」が必要な場合があり
　ますのでお問合わせください。

▶問合せ先　税務町民課 戸籍年金係　☎６７-２１１９

住民票の写しなどの請求時には「本人確認」が法律で定められています

　熱中症は、高温多湿な環境下で、作業やスポーツに
より、体内の水分や塩分などのバランスが崩れ、体温
の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、だる
さなどのような軽い症状から、意識障害・けいれんな
ど重い症状も引き起こします。

○水分補給
　・こまめに、のどが渇く前に　
　・汗をかいた時は、塩分も忘れずに
○暑さを避ける
　・屋外では日傘や帽子を使う

　・日陰を利用する
　・涼しい服装
　・室内ではエアコンや扇風機を効果的に使う
　・車内ではエアコンで適温を保つ

　屋外だけでなく、家の中でも多く発生しています。
特に高齢の方、幼児、障がいのある方は十分注意して
ください。

▶問合せ先　健康福祉課 健康推進係
　　　　　　☎６７-２１１６

～適切に予防すれば防ぐことが出来る～「熱中症」に注意！！

　農業者年金現況届は、年金を受給する資格を確認
するための手続きです。６月 30 日までに現況届を
農業委員会に提出しないと年金受給ができなくなり
ますので下記日程で提出をお願いいたします。
▶受付日時
　（受付時間）午前９時～午後３時

▶持ち物
　「農業者老齢年金受給権者現況届」または「経営
　移譲年金受給権者現況届」のカードと印鑑（老齢
　年金の方はカードの提出のみ）

※現況届のカードは 5 月末に農業者年金基金より　
　自宅に届きます。左記日程で都合のつかない方は、
　いつでも役場農業委員会で受付しています。

▶問合せ先　農業委員会事務局
　　　　　　☎６７- ３３０７

月　日 対象地区 場　所

６月６日（月） 中部地区 開発センター
（１階研修室）

６月７日（火） 北部地区 交遊館ロビー

６月８日（水） 西部地区 西部公民館
ロビー

「農業者年金受給者の現況届」の提出をお願いします
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　朝日町選挙管理委員会では、有権者のみなさんに選
挙への関心を高めていただくことを目的に期日前投票
所における投票立会人を募集します。
　※今回の選挙は７月 10 日 ( 日 ) を投票日と想定
していますが、変更の可能性もあります。その際は
お申し込みいただいた方と日程調整いたします。

▶仕事の内容
　投票事務が公正に行われているかの立会い
▶応募できる方
　朝日町内に居住し選挙権を有する方
▶立会日
　６月23日（木）～７月９日（土）の17日間のうち、
　応募者１人につき２日間程度

▶立会時間　午前 8 時 30 分～午後 8 時
▶立会場所　朝日町開発センター1階研修室
▶報　酬　1日　9,500 円（予定）
▶募集人数　10 名程度
▶応募方法
　応募用紙（役場総務課に準備・町の HP に掲載）に
　必要事項をご記入の上、お申し込みください。
▶応募締切　6 月7日（火）
▶選考・通知
　応募者多数の場合は抽選などで決定し、文書で通知
　します。

▶申込み・問合せ先　朝日町選挙管理委員会事務局
　　　　　　　　　　☎６７- ２１１１

期日前投票立会人を募集します
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○事業主の皆様へ
　・労働契約の締結の際の労働条件の明示、賃金の
　　適正な支払い、休憩時間の付与などの労働基準
　　関係法令の遵守
　・学業とアルバイトの適切な両立のためのシフト設
　　定などの課題への配慮

　左記の適切な実施をお願いします。

▶問合せ先
　山形労働局 雇用環境・均等室
　☎０２３- ６２４- ８２２８

学生アルバイトの労働条件確保について


